
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

吸気口に 検知する吸気口側二酸化炭素量検知手
段を設け、 排気口に 検知する送風機側二酸化炭素量
検知手段を設け、前記吸気口側二酸化炭素量検知手段が検知した吸気口側二酸化炭素量と
前記送風機側二酸化炭素量検知手段が検知した送風機側二酸化炭素量を比較判断する二酸
化炭素量演算手段を設け、 風機スイッチ

送風機のモータおよび 励起手段を駆動させる
換気装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、家庭の台所用、あるいは業務用の換気装置に関し、油煙等の油汚れにより、
不快な状態となることを防止する、自己油浄化機能を運転制御する換気装置に関する。
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室内空気を室外に排気するモータとファンを有する送風機を設け、この送風機を支持し
、かつ排気口を設けたフード本体の内部にフィルタを設け、フード本体に油煙を吸込む吸
気口を設け、前記フード本体内と前記フィルタ表面に触媒を設け、前記触媒を励起、活性
化させる励起手段と、前記モータの駆動および停止をする送風機スイッチと、前記モータ
を制御するモータ駆動手段と、前記励起手段を制御する励起駆動手段を設けた換気装置に
おいて、前記 吸込む空気の二酸化炭素量を

前記 排出される空気の二酸化炭素量を

前記送 の停止入力を受けて励起手段と前記送風機
のモータを駆動し前記二酸化炭素量演算手段の比較判断により送風機側の二酸化炭素量が
吸気口側の二酸化炭素量より多い間前記 前記
ようにしたことを特徴とする



【０００２】
【従来の技術】
　近年、衛生、清潔感の高まり、および省力化から、家庭の台所用、あるいは業務用の換
気装置は、油汚れが自己分解し、常に清潔でクリーンな状態に維持されることが求められ
ている。
【０００３】
　従来、この種の換気装置は、実開昭５９－１５１０２９号公報に示すような構成が一般
的であった。以下、その構成について図２１を参照しながら説明する。
【０００４】
　図に示すように、本体２０１の内部にファンモータ２０２が設けられ、本体２０１の吸
気口２０３にフィルタ２０４が設けられている。本体２０１後面には排気口２０５が設け
られ、本体２０１内部に遠赤外線熱源２０６が設けられている。フィルタ２０４には加熱
触媒２０７が塗布されている。
【０００５】
　上記構成において、遠赤外線熱源２０６を通電加熱するとフィルタ２０４が熱せられ、
加熱触媒２０７の作用により、フィルタ２０４の表面に付着した調理油が、触媒分解され
、気化することになる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　このような従来の換気装置では、加熱触媒２０７を活性化させるために、フィルタ２０
４を３００℃以上の高温に上げる必要があり、火災および火傷等に対する安全性、および
エネルギーロスが大きく、また、調理油の触媒分解を行う運転制御が明らかにされていな
いという課題があった。
【０００７】
　本発明は上記課題を解決するもので、常温で調理後に付着した調理油を分解、気化する
自己浄化機能を有し、この自己浄化機能を運転制御することができる換気装置を提供する
ことを目的とする。
本発明の換気装置は上記目的を達成するために、第１の手段は、
【０００８】
【課題を解決するための手段】

１の 手段は、室内空気を室外に排気するモータとファンを有する送風機を設け、
この送風機を支持し、かつ排気口を設けたフード本体の内部にフィルタを設け、前記フー
ド本体内と前記フィルタ表面に触媒を設け、前記触媒を励起、活性化させる励起手段と、
前記モータの駆動および停止をする送風機スイッチと、前記モータを制御するモータ駆動
手段と、前記励起手段を制御する励起駆動手段を設け、前記送風機スイッチと、前記モー
タ駆動手段および前記励起駆動手段により送風機のモータおよび励起手段を駆動させる駆
動回路を設けた構成とする。
【０００９】
　また ２の 手段は、所定時間経過を計測する所定時間計測手段を設け、送風機ス
イッチと、モータ駆動手段と、励起駆動手段および前記所定時間計測手段により送風機の
モータおよび励起手段を駆動させる駆動回路を設けた構成とする。
【００１０】
　また ３の 手段は、一定時間経過以内に送風機スイッチが操作されたかを判断す
る送風機スイッチ操作判断手段を設け、前記送風機スイッチと、モータ駆動手段と、励起
駆動手段と、所定時間計測手段および前記送風機スイッチ操作判断手段により送風機のモ
ータおよび励起手段を駆動させる駆動回路を設けた構成とする。
【００１１】
　また ４の 手段は、一定時間経過以内に送風機スイッチが操作されたかを判断し
て前記送風機スイッチが操作された時点で、一定時間から所定時間を差し引いた残置時間
を記憶する残置時間記憶手段を設け、前記送風機スイッチと、モータ駆動手段と、励起駆
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、第 参考

、第 参考

、第 参考



動手段と、所定時間計測手段と、送風機スイッチ操作判断手段および前記残置時間記憶手
段により送風機のモータおよび励起手段を駆動させる駆動回路を設けた構成とする。
【００１２】
　また ５の 手段は、モータ駆動手段と別に送風機のモータを制御するモータ自動
駆動手段を設け、送風機スイッチと、前記モータ駆動手段と、励起駆動手段と、前記モー
タ自動駆動手段および所定時間計測手段により送風機のモータおよび励起手段を駆動させ
る駆動回路を設けた構成とする。
【００１３】
　また ６の 手段は、送風機スイッチと、モータ駆動手段と、励起駆動手段と、モ
ータ自動駆動手段と、所定時間計測手段および送風機スイッチ操作判断手段により送風機
のモータおよび励起手段を駆動させる駆動回路を設けた構成とする。
【００１４】
　また ７の 手段は、送風機スイッチと、モータ駆動手段と、励起駆動手段と、モ
ータ自動駆動手段と、所定時間計測手段と、送風機スイッチ操作判断手段および残置時間
記憶手段により送風機のモータおよび励起手段を駆動させる駆動回路を設けた構成とする
。
【００１５】
　 上記目的を達成するため 第 の手段は、

吸気口に
検知する吸気口側二酸化炭素量検知手段を設け、 排気口に

検知する送風機側二酸化炭素量検知手段を設け、前記吸
気口側二酸化炭素量検知手段が検知した吸気口側二酸化炭素量と前記送風機側二酸化炭素
量検知手段が検知した送風機側二酸化炭素量を比較判断する二酸化炭素量演算手段を設け
、 風機スイッチ

送風機のモータおよび 励起手段を駆動させる 構成とする。
【００１６】
　また の 手段は、二酸化炭素量演算手段が吸気口側二酸化炭素量と送風機側二
酸化炭素量を比較している間に送風機スイッチが操作されたかを判断する送風機スイッチ
入力判断手段を設け、前記送風機スイッチと、モータ駆動手段と、励起駆動手段と、モー
タ自動駆動手段と、吸気口側二酸化炭素量検知素子と、吸気口側二酸化炭素量検知手段と
、送風機側二酸化炭素量検知素子と、送風機側二酸化炭素量検知手段と、前記二酸化炭素
量演算手段および前記送風機スイッチ入力判断手段により送風機のモータおよび励起手段
を駆動させる駆動回路を設けた構成とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
　本発明は上記した第 手段の構成により、

常温で調理後に付着した調理油を分解、気
化することができる換気装置の自己浄化機能の運転制御ができることにある。
【００１８】
　以下、本発明の第１ 例について、図１、図２および図３を参照しながら説明する。
【００１９】
　図に示すように、１は換気装置のフード本体であり、下部は開口して吸気口２を形成し
、レンジ（図示しない）の上方に位置するよう壁面３に取付けられている。前記フード本
体１の内部には、モータ４とファン４ａを有する送風機５を収納しており、レンジより発
生した油煙６を前記吸気口２から送風機５によって吸い込み、フード本体１の上面に設け
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、第 参考

、第 参考

本発明の換気装置は に、 １ 室内空気を室外に排気
するモータとファンを有する送風機を設け、この送風機を支持し、かつ排気口を設けたフ
ード本体の内部にフィルタを設け、フード本体に油煙を吸込む吸気口を設け、前記フード
本体内と前記フィルタ表面に触媒を設け、前記触媒を励起、活性化させる励起手段と、前
記モータの駆動および停止をする送風機スイッチと、前記モータを制御するモータ駆動手
段と、前記励起手段を制御する励起駆動手段を設けた換気装置において、前記 吸
込む空気の二酸化炭素量を 前記
排出される空気の二酸化炭素量を

前記送 の停止入力を受けて励起手段と前記送風機のモータを駆動し前記二
酸化炭素量演算手段の比較判断により送風機側の二酸化炭素量が吸気口側の二酸化炭素量
より多い間前記 前記 ようにした

、第８ 参考

１の 送風機側の二酸化炭素量が吸気口側の二酸
化炭素量より多い間、触媒と励起手段により、

参考



られた排気口７を通じて、室外に排出するように形成されている。さらに、前記フード本
体１の吸気口２と前記送風機５を結ぶ通風路には、油煙６中の油滴８を捕捉するフィルタ
９を配設している。このフィルタ９は全面に吸気孔１０を有するパンチングメタルなどで
形成されている。そして、フード本体１内部のフィルタ９面より吸気側に一定の空間部１
１を設け、この空間部１１のフード本体１内面とフィルタ９表面には、付着した調理油を
分解、気化させる触媒１２（たとえば酸化触媒、光触媒など）が設けられている。また、
前記フード本体１の内部下方、フィルタ９と対向する面には、前記触媒１２を励起、活性
化させる励起手段１３が設けられている。この励起手段１３は、近紫外光照射ランプ１４
で構成されている。フード本体１には送風機５のモータ４の駆動および停止をさせる送風
機スイッチ１５が設けてあり、送風機スイッチ１５の入力の信号を受けて、送風機５のモ
ータ４および励起手段１３の制御を行う制御部１６Ａと、この制御部１６Ａには送風機５
のモータ４を制御するモータ駆動手段１７と、前記励起手段１３を制御する励起駆動手段
ａ１９が設けられている、前記送風機スイッチ１５と、前記モータ駆動手段１７および前
記励起駆動手段ａ１９により送風機５のモータ４および前記励起手段１３を駆動させる駆
動回路１８を設けたものである。
【００２０】
　上記構成により、調理時には送風機５のモータ４を駆動回転させ、発生した油煙６がフ
ード本体１の吸気口２から吸い込まれ、フィルタ９に吸引され、油煙６中の油滴８はフィ
ルタ９に付着捕捉される。したがって、油滴８が浄化された空気は、フード本体１内奥部
やモータ４、送風機５を、ほとんど汚すことなく排気口７を通じて室外に排気される。一
方、フィルタ９は油滴８の付着により吸気孔１０が徐々に目詰まりしてくるが、定期的に
除去する必要がある。この場合には、励起手段１３の近紫外光照射ランプ１４を点灯させ
、放射される励起光をフィルタ９表面に設けられた触媒１２と反応させ、フィルタ９に付
着した油滴８を、常温状態で低炭素分子、二酸化炭素、水蒸気に分解、気化させることが
でき、フィルタ９を浄化させる。そして、空間部１１のフード本体１内面にも油滴８は付
着するが、フィルタ９表面と比較して小量で、フィルタ９に照射された励起光の反射光で
、油滴８を充分常温状態で、低炭素分子、二酸化炭素、水蒸気に分解、気化させる換気装
置の自己浄化機能を運転制御することができる。
【００２１】
　また換気装置の制御部分について、モータ駆動手段１７は、送風機スイッチ１５の運転
入力の信号を受けて送風機５の運転を制御する駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ
る。励起駆動手段ａ１９は、送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて励起手段１３
の運転を制御する駆動回路１８を通じて励起手段１３を駆動させる。前記モータ駆動手段
１７は、送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて送風機５の運転を制御する駆動回
路１８を通じてモータ４を停止させる。前記励起駆動手段ａ１９は、送風機スイッチ１５
の停止入力の信号を受けて励起手段１３の運転を制御する駆動回路１８を通じて励起手段
１３を停止させる。
【００２２】
　また換気装置の動作は、ステップ４０で送風機スイッチ１５の運転入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ４０を繰り返す。ステップ４０で送風機スイッチ１
５の運転入力が確認されると、ステップ４１へ進み、モータ駆動手段１７がステップ４０
の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動さ
せ、ステップ４２へ移る。また、励起駆動手段ａ１９はステップ４０の送風機スイッチ１
５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を駆動させ、ステップ４
３へ移る。ステップ４３で送風機スイッチ１５の停止入力を確認し、入力がなければ、入
力があるまでステップ４３を繰り返す。ステップ４３で送風機スイッチ１５の停止入力が
確認されると、ステップ４４へ進み、モータ駆動手段１７はステップ４３の送風機スイッ
チ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を停止させ、ステップ４
５へ移り、励起駆動手段ａ１９はステップ４３の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を
受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を停止させ、ステップ４０へ戻る。
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【００２３】
　このように本発明の第１ 例の換気装置によれば、触媒と励起手段により、常温で、
調理中に調理時の付着油を分解、気化させる換気装置の自己浄化機能を運転制御すること
ができる。
【００２４】
　つぎに本発明の第２ 例について図４および図５を参照しながら説明する。なお第１

例と同一箇所には同一番号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００２５】
　図に示すように、制御部１６Ａには励起手段１３を制御する励起駆動手段ｂ２０を設け
、所定時間経過を計測する所定時間計測手段２１を設けている、送風機スイッチ１５と、
モータ駆動手段１７と、前記励起駆動手段ｂ２０および前記所定時間計測手段２１により
送風機５のモータ４および前記励起手段１３を駆動させる駆動回路１８を設けたものであ
る。
【００２６】
　上記構成により換気装置の制御部分について、励起駆動手段ｂ２０は、送風機スイッチ
１５の停止入力の信号を受けて励起手段１３の運転を制御する駆動回路１８を通じて励起
手段１３を駆動させる。所定時間計測手段２１は、励起手段１３が駆動された時点から所
定時間を計測する。前記励起駆動手段ｂ２０は、所定時間計測手段２１の信号から励起手
段１３の運転を制御する駆動回路１８を通じて励起手段１３を停止させる。
【００２７】
　また換気装置の動作は、ステップ４６で送風機スイッチ１５の運転入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ４６を繰り返す。ステップ４６で送風機スイッチ１
５の運転入力が確認されると、ステップ４７へ進み、モータ駆動手段１７がステップ４６
の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動さ
せ、ステップ４８へ移る。ステップ４８で送風機スイッチ１５の停止入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ４８を繰り返す。ステップ４８で送風機スイッチ１
５の停止入力が確認されると、ステップ４９へ進み、モータ駆動手段１７がステップ４８
の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を停止さ
せ、ステップ５０へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ４８の送風機スイッチ１５の停
止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を駆動させ、ステップ５１へ移
り、所定時間計測手段２１が所定時間の計測をスタートさせ、ステップ５２へ移る。ステ
ップ５２でステップ５１で計測をスタートさせた所定時間を確認して、一定時間が経過す
るまでステップ５２を繰り返す。ステップ５２で一定時間が経過すれば、ステップ５３へ
進み、所定時間計測手段２１がステップ５１でスタートさせた所定時間の計測をストップ
させて、ステップ５４へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ５３の所定時間計測手段２
１の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を停止させ、ステップ４６へ戻る。
【００２８】
　このように本発明の第２ 実施例の換気装置によれば、換気装置使用後に一定時間、
調理後に付着した調理油を触媒と励起手段により、常温で、分解、気化する換気装置の自
己浄化機能を運転制御することができる。
【００２９】
　つぎに本発明の第３ 例について図６および図７を参照しながら説明する。なお第１
および第２ 例と同一箇所には同一番号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００３０】
　図に示すように、制御部１６Ａには一定時間経過以内に送風機スイッチ１５が操作され
たかを判断する送風機スイッチ操作判断手段ａ２２を設け、前記送風機スイッチ１５と、
モータ駆動手段１７と、励起駆動手段ｂ２０と、所定時間計測手段２１および前記送風機
スイッチ操作判断手段ａ２２により送風機５のモータ４および励起手段１３を駆動させる
駆動回路１８を設けたものである。
【００３１】
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　上記構成により換気装置の制御部分について、送風機スイッチ操作判断手段ａ２２は、
所定時間計測手段２１が所定時間を計測している間に送風機スイッチ１５が操作されたか
を判断する。
【００３２】
　また換気装置の動作は、ステップ５５で送風機スイッチ１５の運転入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ５５を繰り返す。ステップ５５で送風機スイッチ１
５の運転入力が確認されると、ステップ５６へ進み、モータ駆動手段１７がステップ５５
の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動さ
せ、ステップ５７へ移る。ステップ５７で送風機スイッチ１５の停止入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ５７を繰り返す。ステップ５７で送風機スイッチ１
５の停止入力が確認されると、ステップ５８へ進み、モータ駆動手段１７がステップ５７
の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を停止さ
せ、ステップ５９へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ５７の送風機スイッチ１５の停
止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を駆動させ、ステップ６０へ移
り、所定時間計測手段２１が所定時間の計測をスタートさせ、ステップ６１へ移り送風機
スイッチ操作判断手段ａ２２が一定時間内に送風機スイッチ１５が操作されるかを判断ス
タートして、ステップ６２へ移る。ステップ６２でステップ６０で計測をスタートさせた
所定時間を確認して、一定時間が経過していなければ、ステップ６３へ進み、送風機スイ
ッチ１５の操作を確認し、運転入力がなければステップ６２へ戻る。ステップ６３で送風
機スイッチ１５の運転入力があれば、ステップ６４へ進み、モータ駆動手段１７がステッ
プ６３の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を
駆動させ、ステップ６５へ移り、所定時間計測手段２１がステップ６０でスタートさせた
所定時間の計測をリセットさせて、ステップ６６へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ
６５の所定時間計測手段２１の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を停止さ
せて、ステップ５７へ戻る。
【００３３】
　また、ステップ６２で一定時間が経過していれば、ステップ６７へ進み所定時間計測手
段２１がステップ６０でスタートさせた所定時間の計測をストップさせて、ステップ６８
へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ６７の所定時間計測手段２１の信号を受けて駆動
回路１８を通じて励起手段１３を停止させ、ステップ５５へ戻る。
【００３４】
　このように本発明の第３ 例の換気装置によれば、換気装置使用後に一定時間、調理
後に付着した調理油を触媒と励起手段により、常温で、分解、気化させることができる。
また、調理油を分解、気化している一定時間内に換気装置を使用すると、再度一定時間、
調理油を分解、気化する換気装置の自己浄化機能を運転制御することができる。
【００３５】
　つぎに本発明の第４ 例について図８および図９を参照しながら説明する。なお第１
、第２および第３ 例と同一箇所には同一番号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００３６】
　図に示すように、制御部１６Ａには一定時間経過以内に送風機スイッチ１５が操作され
たかを判断して前記送風機スイッチ１５が操作された時点で、一定時間から所定時間を差
し引いた残置時間を記憶する残置時間記憶手段２３を設け、前記送風機スイッチ１５と、
モータ駆動手段１７と、励起駆動手段ｂ２０と、所定時間計測手段２１と、送風機スイッ
チ操作判断手段ａ２２および前記残置時間記憶手段２３により送風機５のモータ４および
励起手段１３を駆動させる駆動回路１８を設けたものである。
【００３７】
　上記構成により換気装置の制御部分について、残置時間記憶手段２３は、所定時間計測
手段２１で所定時間の計測を開始後、一定時間経過以内に送風機スイッチ１５が操作され
たかを判断して、前記送風機スイッチ１５が操作された時点で、一定時間から所定時間を
差し引いた残り時間を記憶する。
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【００３８】
　また換気装置の動作は、ステップ６９で送風機スイッチ１５の運転入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ６９を繰り返す。ステップ６９で送風機スイッチ１
５の運転入力が確認されると、ステップ７０へ進み、モータ駆動手段１７がステップ６９
の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動さ
せ、ステップ７１へ移る。ステップ７１で送風機スイッチ１５の停止入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ７１を繰り返す。ステップ７１で送風機スイッチ１
５の停止入力が確認されると、ステップ７２へ進み、モータ駆動手段１７がステップ７１
の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を停止さ
せ、ステップ７３へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ７１の送風機スイッチ１５の停
止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を駆動させ、ステップ７４へ移
り、所定時間計測手段２１が所定時間の計測をスタートさせ、ステップ７５へ移り、送風
機スイッチ操作判断手段ａ２２が一定時間内に送風機スイッチ１５が操作されるか判断を
スタートして、ステップ７６へ移り、残置時間記憶手段２３が一定時間から、ステップ７
４で計測をスタートさせた所定時間を差し引いた残り時間の記憶をスタートさせ、ステッ
プ７７へ移る。ステップ７７でステップ７４で計測をスタートさせた所定時間を確認して
、一定時間が経過していなければ、ステップ７８へ進み、送風機スイッチ１５の操作を確
認し、運転入力がなければステップ７７へ戻る。ステップ７８で送風機スイッチ１５の運
転入力があれば、ステップ７９へ進み、モータ駆動手段１７がステップ７８の送風機スイ
ッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、ステップ
８０へ移り、残置時間記憶手段２３が一定時間から、ステップ７４で計測をスタートさせ
た所定時間を差し引いた残り時間を記憶させ、新たな一定時間が励起手段１３の駆動時間
とし、ステップ８１へ移る。ステップ８１で送風機スイッチ１５の停止入力を確認し、入
力がなければ、入力があるまでステップ８１を繰り返す。ステップ８１で送風機スイッチ
１５の停止入力が確認されると、ステップ８２へ進み、モータ駆動手段１７がステップ８
１の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を停止
させ、ステップ７７へ戻る。
【００３９】
　また、ステップ７７で一定時間が経過していれば、ステップ８３へ進み、所定時間計測
手段２１がステップ７４でスタートさせた所定時間の計測をストップさせて、ステップ８
４へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ８３の所定時間計測手段２１の信号を受けて駆
動回路１８を通じて励起手段１３を停止させ、ステップ６９へ戻る。
【００４０】
　このように本発明の第４ 例の換気装置によれば、一度換気装置を使用すると、一定
時間が経過するまで調理後に付着した調理油を触媒と励起手段により、常温で、分解、気
化させる換気装置の自己浄化機能を運転制御することができる。
【００４１】
　つぎに本発明の第５ 例について図１０および図１１を参照しながら説明する。なお
第１および第２ 例と同一箇所には同一番号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００４２】
　図に示すように、制御部１６Ａにはモータ駆動手段１７と別に送風機５のモータ４を制
御するモータ自動駆動手段ａ２４を設け、送風機スイッチ１５と、前記モータ駆動手段１
７と、励起駆動手段ｂ２０と、前記モータ自動駆動手段ａ２４および所定時間計測手段２
１により送風機５のモータ４および励起手段１３を駆動させる駆動回路１８を設けたもの
である。
【００４３】
　上記構成により換気装置の制御部分について、モータ自動駆動手段ａ２４は、モータ駆
動手段１７が送風機スイッチ１５の運転および停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通
じてモータ４を駆動および停止させるのとは別に、送風機スイッチ１５の停止入力の信号
を受けて送風機５の運転を制御する駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、また、モ
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ータ自動駆動手段ａ２４が励起駆動手段ｂ２０の信号を受けて送風機５の運転を制御する
駆動回路１８を通じてモータ４を停止させる。
【００４４】
　また換気装置の動作は、ステップ８５で送風機スイッチ１５の運転入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ８５を繰り返す。ステップ８５で送風機スイッチ１
５の運転入力が確認されると、ステップ８６へ進み、モータ駆動手段１７がステップ８５
の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動さ
せ、ステップ８７へ移る。ステップ８７で送風機スイッチ１５の停止入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ８７を繰り返す。ステップ８７で送風機スイッチ１
５の停止入力が確認されると、ステップ８８へ進み、モータ駆動手段１７がステップ８７
の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を停止さ
せ、ステップ８９へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ８７の送風機スイッチ１５の停
止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を駆動させ、ステップ９０へ移
り、モータ自動駆動手段ａ２４がステップ８７の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を
受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、ステップ９１へ移り、所定時間計測手
段２１が所定時間の計測をスタートさせ、ステップ９２へ移る。ステップ９２でステップ
９１で計測をスタートさせた所定時間を確認して、一定時間が経過するまでステップ９２
を繰り返す。ステップ９２で一定時間が経過すれば、ステップ９３へ進み、所定時間計測
手段２１がステップ９１でスタートさせた所定時間の計測をストップさせて、ステップ９
４へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ９３の所定時間計測手段２１の信号を受けて駆
動回路１８を通じて励起手段１３を停止させ、ステップ９５へ移り、モータ自動駆動手段
ａ２４がステップ９４の励起駆動手段ｂ２０の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ
４を停止させ、ステップ８５へ戻る。
【００４５】
　このように本発明の第５ 例の換気装置によれば、換気装置使用後に一定時間、調理
後に付着した調理油を触媒と励起手段により、常温で、分解、気化させることができ、分
解、気化した成分（低炭素分子、二酸化炭素、水蒸気）を送風機によって室外に排出させ
る換気装置の自己浄化機能を運転制御することができる。
【００４６】
　つぎに本発明の第６ 例について図１２および図１３を参照しながら説明する。なお
第１、第２、第３および第５ 例と同一箇所には同一番号を付し、その詳細な説明は省
略する。
【００４７】
　図に示すように、制御部１６Ａにはモータ駆動手段１７と別に送風機スイッチ１５のモ
ータ４を制御するモータ自動駆動手段ｂ２５を設け、一定時間経過以内に送風機スイッチ
１５が操作されたかを判断する送風機スイッチ操作判断手段ｂ２６を設け、前記送風機ス
イッチ１５と、前記モータ駆動手段１７と、励起駆動手段ｂ２０と、前記モータ自動駆動
手段ｂ２５と、所定時間計測手段２１および前記送風機スイッチ操作判断手段ｂ２６によ
り送風機５の前記モータ４および励起手段１３を駆動させる駆動回路１８を設けたもので
ある。
【００４８】
　上記構成により換気装置の制御部分について、モータ自動駆動手段ｂ２５は、モータ駆
動手段１７が送風機スイッチ１５の運転および停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通
じてモータ４を駆動および停止させるのとは別に、送風機スイッチ１５の停止入力の信号
を受けて送風機５の運転を制御する駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、また、モ
ータ自動駆動手段ｂ２５が励起駆動手段ｂ２０の信号を受けて送風機５の運転を制御する
駆動回路１８を通じてモータ４を停止させる。送風機スイッチ操作判断手段ｂ２６は、所
定時間計測手段２１が所定時間を計測している間に送風機スイッチ１５が運転入力された
と判断した場合に、モータ自動駆動手段ｂ２５に信号を送り、モータ自動駆動手段ｂ２５
が送風機５の運転を制御する駆動回路１８を通じてモータ４を停止させる。
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【００４９】
　また換気装置の動作は、ステップ９６で送風機スイッチ１５の運転入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ９６を繰り返す。ステップ９６で送風機スイッチ１
５の運転入力が確認されると、ステップ９７へ進み、モータ駆動手段１７がステップ９６
の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動さ
せ、ステップ９８へ移る。ステップ９８で送風機スイッチ１５の停止入力を確認し、入力
がなければ、入力があるまでステップ９８を繰り返す。ステップ９８で送風機スイッチ１
５の停止入力が確認されると、ステップ９９へ進み、モータ駆動手段１７がステップ９８
の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を停止さ
せ、ステップ１００へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ９８の送風機スイッチ１５の
停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を駆動させ、ステップ１０１
へ移り、モータ自動駆動手段ｂ２５がステップ９８の送風機スイッチ１５の停止入力の信
号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、ステップ１０２へ移り、所定時間
計測手段２１が所定時間の計測をスタートさせ、ステップ１０３へ移り、送風機スイッチ
操作判断手段ｂ２６が一定時間内に送風機スイッチ１５が操作されるか判断をスタートし
て、ステップ１０４へ移る。ステップ１０４でステップ１０２で計測をスタートさせた所
定時間を確認して、一定時間が経過していなければ、ステップ１０５へ進み、送風機スイ
ッチ１５の操作を確認し、運転入力がなければステップ１０４へ戻る。ステップ１０５で
送風機スイッチ１５の運転入力があれば、ステップ１０６へ進み、モータ自動駆動手段ｂ
２５が送風機スイッチ操作判断手段ｂ２６の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４
を停止させ、ステップ１０７へ移り、モータ駆動手段１７がステップ１０５の送風機スイ
ッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、ステップ
１０８へ移り、所定時間計測手段２１がステップ１０２でスタートさせた所定時間の計測
をリセットさせて、ステップ１０９へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ１０８の所定
時間計測手段２１の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を停止させて、ステ
ップ９８へ戻る。
【００５０】
　また、ステップ１０４で一定時間が経過していれば、ステップ１１０へ進み、所定時間
計測手段２１がステップ１０２でスタートさせた所定時間の計測をストップさせて、ステ
ップ１１１へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ１１０の所定時間計測手段２１の信号
を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を停止させ、ステップ１１２へ移り、モータ
自動駆動手段ｂ２５がステップ１１１の励起駆動手段ｂ２０の信号を受けて駆動回路１８
を通じてモータ４を停止させ、ステップ９６へ戻る。
【００５１】
　このように本発明の第６ 例の換気装置によれば、換気装置使用後に一定時間、調理
後に付着した調理油を触媒と励起手段により、常温で、分解、気化させることができ、調
理油を分解、気化している一定時間内に換気装置を使用すると、再度一定時間、調理油を
分解、気化させることができ、分解、気化した成分（低炭素分子、二酸化炭素、水蒸気）
を送風機によって室外に排出させる換気装置の自己浄化機能を運転制御することができる
。
【００５２】
　つぎに本発明の第７ 例について図１４および図１５を参照しながら説明する。なお
第１、第２、第３、第４および第５ 例と同一箇所には同一番号を付し、その詳細な説
明は省略する。
【００５３】
　図に示すように、制御部１６Ａには送風機スイッチ１５と、モータ駆動手段１７と、励
起駆動手段ｂ２０と、モータ自動駆動手段ｂ２５と、所定時間計測手段２１と、送風機ス
イッチ操作判断手段ｂ２６および残置時間記憶手段２３により送風機５のモータ４および
励起手段１３を駆動させる駆動回路１８を設けたものである。
【００５４】
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　上記構成により換気装置の動作は、ステップ１１３で送風機スイッチ１５の運転入力を
確認し、入力がなければ、入力があるまでステップ１１３を繰り返す。ステップ１１３で
送風機スイッチ１５の運転入力が確認されると、ステップ１１４へ進み、モータ駆動手段
１７がステップ１１３の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通
じてモータ４を駆動させ、ステップ１１５へ移る。ステップ１１５で送風機スイッチ１５
の停止入力を確認し、入力がなければ、入力があるまでステップ１１５を繰り返す。ステ
ップ１１５で送風機スイッチ１５の停止入力が確認されると、ステップ１１６へ進み、モ
ータ駆動手段１７がステップ１１５の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動
回路１８を通じてモータ４を停止させ、ステップ１１７へ移り、励起駆動手段ｂ２０がス
テップ１１５の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起
手段１３を駆動させ、ステップ１１８へ移り、モータ自動駆動手段ｂ２５がステップ１１
５の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動
させ、ステップ１１９へ移り、所定時間計測手段２１が所定時間の計測をスタートさせ、
ステップ１２０へ移り、送風機スイッチ操作判断手段ｂ２６が一定時間内に送風機スイッ
チ１５が操作されるか判断をスタートして、ステップ１２１へ移り、残置時間記憶手段２
３が一定時間から、ステップ１１９で計測をスタートさせた所定時間を差し引いた残り時
間の記憶をスタートさせ、ステップ１２２へ移る。ステップ１２２でステップ１１９で計
測をスタートさせた所定時間を確認して、一定時間が経過していなければ、ステップ１２
３へ進み、送風機スイッチ１５の操作を確認し、運転入力がなければステップ１２２へ戻
る。ステップ１２３で送風機スイッチ１５の運転入力があれば、ステップ１２４へ進み、
モータ自動駆動手段ｂ２５が送風機スイッチ操作判断手段ｂ２６の信号を受けて駆動回路
１８を通じてモータ４を停止させ、ステップ１２５へ移り、モータ駆動手段１７がステッ
プ１２３の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４
を駆動させ、ステップ１２６へ移り、残置時間記憶手段２３が一定時間から、ステップ１
１９で計測をスタートさせた所定時間を差し引いた残り時間を記憶させ、新たな一定時間
を励起手段１３の駆動時間とし、ステップ１２７へ移る。ステップ１２７で送風機スイッ
チ１５の停止入力を確認し、入力がなければ、入力があるまでステップ１２７を繰り返す
。ステップ１２７で送風機スイッチ１５の停止入力が確認されると、ステップ１２８へ進
み、モータ駆動手段１７がステップ１２７の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受け
て駆動回路１８を通じてモータ４を停止させ、ステップ１２９へ移り、モータ自動駆動手
段ｂ２５がステップ１２７の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８
を通じてモータ４を駆動させ、ステップ１２２へ戻る。
【００５５】
　また、ステップ１２２で所定時間が経過していれば、ステップ１３０へ進み、所定時間
計測手段２１がステップ１１９でスタートさせた所定時間の計測をストップさせて、ステ
ップ１３１へ移り、励起駆動手段ｂ２０がステップ１３０の所定時間計測手段２１の信号
を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を停止させ、ステップ１３２へ移り、モータ
自動駆動手段ｂ２５がステップ１３１の励起駆動手段ｂ２０の信号を受けて駆動回路１８
を通じてモータ４を停止させ、ステップ１１３へ戻る。
【００５６】
　このように本発明の第７ 例の換気装置によれば、一度換気装置を使用すると、一定
時間が経過するまで調理後に付着した調理油を触媒と励起手段により、常温で、分解、気
化させることができ、分解、気化した成分（低炭素分子、二酸化炭素、水蒸気）を送風機
によって室外に排出させる換気装置の自己浄化機能を運転制御することができる。
【００５７】
　つぎに本発明の第 実施例について、図１６、図１７および図１８を参照しながら説明
する。図に示すように、吸気口２には吸気口２から吸い込む空気の二酸化炭素量に感応し
て導電特性が変化する吸気口側二酸化炭素量検知素子２７を設け、排気口７には送風機１
５から排出される空気の二酸化炭素量に感応して導電特性が変化する送風機側二酸化炭素
量検知素子２８を設けている。送風機スイッチ１５の入力を受けて、送風機５のモータ４
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および励起手段１３の制御を行う制御部１６Ｂを設け、制御部１６Ｂには励起手段１３の
運転を制御する励起駆動手段ｃ２９を設け、前記吸気口側二酸化炭素量検知素子２７の入
力を検知する吸気口側二酸化炭素量検知手段３０を設け、前記送風機側二酸化炭素量検知
素子２８の入力を検知する送風機側二酸化炭素量検知手段３１を設け、前記吸気口側二酸
化炭素量検知手段３０が検知した吸気口側二酸化炭素量と前記送風機側二酸化炭素量検知
手段３１が検知した送風機側二酸化炭素量を比較判断する二酸化炭素量演算手段３２を設
け、前記送風機スイッチ１５と、モータ駆動手段１７と、前記励起駆動手段ｃ２９と、モ
ータ自動駆動手段ａ２４と、前記吸気口側二酸化炭素量検知素子２７と、前記吸気口側二
酸化炭素量検知手段３０と、前記送風機側二酸化炭素量検知素子２８と、前記送風機側二
酸化炭素量検知手段３１および前記二酸化炭素量演算手段３２により送風機５のモータ４
および前記励起手段１３を駆動させる駆動回路１８を設けたものである。
【００５８】
　上記構成により換気装置の制御部分について、励起駆動手段ｃ２９は、送風機スイッチ
１５の停止入力の信号を受けて励起手段１３の運転を制御する駆動回路１８を通じて励起
手段１３を駆動させる。モータ自動駆動手段ａ２４は、モータ駆動手段１７が送風機スイ
ッチ１５の運転および停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動およ
び停止させるのとは別に、送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて送風機５の運転
を制御する駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、また、モータ自動駆動手段ａ２４
が励起駆動手段ｃ２９の信号を受けて送風機５の運転を制御する駆動回路１８を通じてモ
ータ４を停止させる。吸気口側二酸化炭素量検知手段３０は吸気口側二酸化炭素量検知素
子２７の入力を検知し、送風機側二酸化炭素量検知手段３１は送風機側二酸化炭素量検知
素子２８の入力を検知する。二酸化炭素量演算手段３２は前記吸気口側二酸化炭素量検知
手段３０が検知した吸気口側二酸化炭素量と前記送風機側二酸化炭素量検知手段３１が検
知した送風機側二酸化炭素量を比較判断する。前記励起駆動手段ｃ２９は、二酸化炭素量
演算手段３２の信号を受けて励起手段１３の運転を制御する駆動回路１８を通じて励起手
段１３を停止させる。
【００５９】
　また換気装置の動作は、ステップ１３３で送風機スイッチ１５の運転入力を確認し、入
力がなければ、入力があるまでステップ１３３を繰り返す。ステップ１３３で送風機スイ
ッチ１５の運転入力が確認されると、ステップ１３４へ進み、モータ駆動手段１７がステ
ップ１３３の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ
４を駆動させ、ステップ１３５へ移る。ステップ１３５で送風機スイッチ１５の停止入力
を確認し、入力がなければ、入力があるまでステップ１３５を繰り返す。ステップ１３５
で送風機スイッチ１５の停止入力が確認されると、ステップ１３６へ進み、モータ駆動手
段１７がステップ１３５の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を
通じてモータ４を停止させ、ステップ１３７へ移り、励起駆動手段ｃ２９がステップ１３
５の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を
駆動させ、ステップ１３８へ移り、モータ自動駆動手段ａ２４がステップ１３５の送風機
スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、ステ
ップ１３９へ移り、吸気口側二酸化炭素量検知手段３０が吸気口側二酸化炭素量検知素子
２７の入力を検知して吸気口側の二酸化炭素量の計測をスタートさせ、ステップ１４０へ
移り、送風機側二酸化炭素量検知手段３１が送風機側二酸化炭素量検知素子２８の入力を
検知して送風機側の二酸化炭素量の計測をスタートさせ、ステップ１４１へ移り、二酸化
炭素量演算手段３２が吸気口側二酸化炭素量検知手段３０の検知した吸気口側二酸化炭素
量と送風機側二酸化炭素量検知手段３１の検知した送風機側二酸化炭素量の比較確認をス
タートさせ、ステップ１４２へ移る。ステップ１４２で吸気口側二酸化炭素量と送風機側
二酸化炭素量を比較確認して、送風機側二酸化炭素量が吸気口側二酸化炭素量以下になる
までステップ１４２を繰り返す。ステップ１４２で送風機側二酸化炭素量が吸気口側二酸
化炭素量以下になれば、ステップ１４３へ進み、励起駆動手段ｃ２９が二酸化炭素量演算
手段３２の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を停止させ、ステップ１４４
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へ移り、モータ自動駆動手段ａ２４がステップ１４３の励起駆動手段ｃ２９の信号を受け
て駆動回路１８を通じてモータ４を停止させ、ステップ１３３へ戻る。
【００６０】
　このように本発明の第 実施例の換気装置によれば、換気装置に付着した調理油を触媒
と励起手段により分解、気化させると低炭素分子、二酸化炭素、水蒸気になり、送風機側
の二酸化炭素量は吸気口側の二酸化炭素量より多くなり、送風機側の二酸化炭素量が吸気
口側の二酸化炭素量より多い間、換気装置使用後に付着した調理油を触媒と励起手段によ
り、常温で、分解、気化させることができ、分解、気化した成分（低炭素分子、二酸化炭
素、水蒸気）を送風機によって室外に排出させる換気装置の自己浄化機能を運転制御する
ことができる。
【００６１】
　つぎに本発明の第 例について図１９および図２０を参照しながら説明する。なお
第１、第５ 例および第 実施例と同一箇所には同一番号を付し、その詳細な説明は省
略する。
【００６２】
　図に示すように、制御部１６Ｂにはモータ駆動手段１７と別に送風機１５のモータ４を
制御するモータ自動駆動手段ｂ２５を設け、二酸化炭素量演算手段３２が吸気口側二酸化
炭素量と送風機側二酸化炭素量を比較している間に送風機スイッチ１５が操作されたかを
判断する送風機スイッチ入力判断手段３３を設け、前記送風機スイッチ１５と、前記モー
タ駆動手段１７と、励起駆動手段ｃ２９と、前記モータ自動駆動手段ｂ２５と、吸気口側
二酸化炭素量検知素子２７と、吸気口側二酸化炭素量検知手段３０と、送風機側二酸化炭
素量検知素子２８と、送風機側二酸化炭素量検知手段３１と、前記二酸化炭素量演算手段
３２および前記送風機スイッチ入力判断手段３３により送風機５のモータ４および励起手
段１３を駆動させる駆動回路１８を設けたものである。
【００６３】
　上記構成により換気装置の制御部分について、モータ自動駆動手段ｂ２５は、モータ駆
動手段１７が送風機スイッチ１５の運転および停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通
じてモータ４を駆動および停止させるのとは別に、送風機スイッチ１５の停止入力の信号
を受けて送風機５の運転を制御する駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、また、モ
ータ自動駆動手段ｂ２５が励起駆動手段ｃ２９の信号を受けて送風機５の運転を制御する
駆動回路１８を通じてモータ４を停止させる。送風機スイッチ入力判断手段３３は、二酸
化炭素量演算手段３２が吸気口側二酸化炭素量と送風機側二酸化炭素量を比較確認してい
る間に、送風機スイッチ１５が操作されたかを判断し、送風機スイッチ１５が運転入力さ
れたと判断した場合に、モータ自動駆動手段ｂ２５が送風機スイッチ入力判断手段３３の
信号を受けて、送風機５の運転を制御する駆動回路１８を通じてモータ４を停止させる。
【００６４】
　また換気装置の動作は、ステップ１４５で送風機スイッチ１５の運転入力を確認し、入
力がなければ、入力があるまでステップ１４５を繰り返す。ステップ１４５で送風機スイ
ッチ１５の運転入力が確認されると、ステップ１４６へ進み、モータ駆動手段１７がステ
ップ１４５の送風機スイッチ１５の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ
４を駆動させ、ステップ１４７へ移る。ステップ１４７で送風機スイッチ１５の停止入力
を確認し、入力がなければ、入力があるまでステップ１４７を繰り返す。ステップ１４７
で送風機スイッチ１５の停止入力が確認されると、ステップ１４８へ進み、モータ駆動手
段１７がステップ１４７の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を
通じてモータ４を停止させ、ステップ１４９へ移り、励起駆動手段ｃ２９がステップ１４
７の送風機スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じて励起手段１３を
駆動させ、ステップ１５０へ移り、モータ自動駆動手段ｂ２５がステップ１４７の送風機
スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、ステ
ップ１５１へ移り、吸気口側二酸化炭素量検知手段３０が吸気口側二酸化炭素量検知素子
２７の入力を検知して吸気口側の二酸化炭素量の計測をスタートさせ、ステップ１５２へ
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移り、送風機側二酸化炭素量検知手段３１が送風機側二酸化炭素量検知素子２８の入力を
検知して送風機側の二酸化炭素量の計測をスタートさせ、ステップ１５３へ移り、二酸化
炭素量演算手段３２が吸気口側二酸化炭素量検知手段３０の検知した吸気口側二酸化炭素
量と送風機側二酸化炭素量検知手段３１の検知した送風機側二酸化炭素量の比較確認をス
タートさせ、ステップ１５４へ移り、二酸化炭素量演算手段３２が二酸化炭素量を比較確
認している間に、送風機スイッチ入力判断手段３３が送風機スイッチ１５が操作されるか
判断をスタートして、ステップ１５５へ移る。ステップ１５５でステップ１５３でスター
トさせた吸気口側二酸化炭素量と送風機側二酸化炭素量を比較確認して、送風機側二酸化
炭素量が吸気口側二酸化炭素量より多ければ、ステップ１５６へ進み、送風機スイッチ１
５の操作を確認し、運転入力がなければステップ１５５へ戻る。ステップ１５６で送風機
スイッチ１５の運転入力があれば、ステップ１５７へ進み、モータ自動駆動手段ｂ２５が
送風機スイッチ入力判断手段３３の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を停止さ
せ、ステップ１５８へ移り、モータ駆動手段１７がステップ１５６の送風機スイッチ１５
の運転入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、ステップ１５９へ
移る。ステップ１５９で送風機スイッチ１５の停止入力を確認し、入力がなければ、入力
があるまでステップ１５９を繰り返す。ステップ１５９で送風機スイッチ１５の停止入力
が確認されると、ステップ１６０へ進み、モータ駆動手段１７がステップ１５９の送風機
スイッチ１５の停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を停止させ、ステ
ップ１６１へ移り、モータ自動駆動手段ｂ２５がステップ１５９の送風機スイッチ１５の
停止入力の信号を受けて駆動回路１８を通じてモータ４を駆動させ、ステップ１５５へ戻
る。
【００６５】
　また、ステップ１５５で送風機側二酸化炭素量が吸気口側二酸化炭素量以下になれば、
ステップ１６２へ進み、励起駆動手段ｃ２９が二酸化炭素量演算手段３２の信号を受けて
駆動回路１８を通じて励起手段１３を停止させ、ステップ１６３へ移り、モータ自動駆動
手段ｂ２５がステップ１６２の励起駆動手段ｃ２９の信号を受けて駆動回路１８を通じて
モータ４を停止させ、ステップ１４５へ戻る。
【００６６】
　このように本発明の第 例の換気装置によれば、換気装置に付着した調理油を触媒
と励起手段により分解、気化させると低炭素分子、二酸化炭素、水蒸気になり、送風機側
の二酸化炭素量は吸気口側の二酸化炭素量より多くなり、送風機側の二酸化炭素量が吸気
口側の二酸化炭素量より多い間、換気装置使用後に付着した調理油を触媒と励起手段によ
り、常温で、分解、気化させることができ、分解、気化した成分（低炭素分子、二酸化炭
素、水蒸気）を送風機によって室外に排出させることができ、調理油を触媒と励起手段に
より分解、気化させている間にも換気装置を使用可能にする換気装置の自己浄化機能を運
転制御することができる。
【００６７】
【発明の効果】
　以上の実施例から明らかなように、本発明によれば、

常温で調理後に付着した調理油を分解、気化す
る自己浄化機能を有し、この自己浄化機能を運転制御することができる換気装置を提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１ 例の換気装置の縦断面図
【図２】　同制御部を示すブロック図
【図３】　同プログラムのフローチャート
【図４】　同第２ 例の換気装置の制御部を示すブロック図
【図５】　同プログラムのフローチャート
【図６】　同第３ 例の換気装置の制御部を示すブロック図
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【図７】　同プログラムのフローチャート
【図８】　同第４ 例の換気装置の制御部を示すブロック図
【図９】　同プログラムのフローチャート
【図１０】　同第５ 例の換気装置の制御部を示すブロック図
【図１１】　同プログラムのフローチャート
【図１２】　同第６ 例の換気装置の制御部を示すブロック図
【図１３】　同プログラムのフローチャート
【図１４】　同第７ 例の換気装置の制御部を示すブロック図
【図１５】　同プログラムのフローチャート
【図１６】　同第 実施例の換気装置の縦断面図
【図１７】　同制御部を示すブロック図
【図１８】　同プログラムのフローチャート
【図１９】　同第 例の換気装置の制御部を示すブロック図
【図２０】　同プログラムのフローチャート
【図２１】　従来の換気装置の縦断面図
【符号の説明】
１  フード本体
４  モータ
４ａ  ファン
５  送風機
７  排気口
９  フィルタ
１２  触媒
１３  励起手段
１５  送風機スイッチ
１６Ａ  制御部
１６Ｂ  制御部
１７  モータ駆動手段
１８  駆動回路
１９  励起駆動手段ａ
２０  励起駆動手段ｂ
２１  所定時間計測手段
２２  送風機スイッチ操作判断手段ａ
２３  残置時間記憶手段
２４  モータ自動駆動手段ａ
２５  モータ自動駆動手段ｂ
２６  送風機スイッチ操作判断手段ｂ
２７  吸気口側二酸化炭素量検知素子
２８  送風機側二酸化炭素量検知素子
２９  励起駆動手段ｃ
３０  吸気口側二酸化炭素量検知手段
３１  送風機側二酸化炭素量検知手段
３２  二酸化炭素量演算手段
３３  送風機スイッチ入力判断手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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